
 議案第９号 

 

   かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例    

 かすみがうら市下水道条例（平成１７年かすみがうら市条例第１４０号）の

一部を次のように改正する。 

 

 別表中「１，１８８円」を「１，２１０．０円」に、「１２９．６円」を「１

３２．０円」に、「１４０．４円」を「１４３．０円」に、「１５１．２円」

を「１５４円．０」に、「１６２円」を「１６５．０円」に、「１７２．８円」

を「１７６．０円」に、「１８３．６円」を「１８７．０円」に、「１９４．

４円」を「１９８．０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のかすみがうら市下水道条例の規定にかかわらず、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前から継続している公共

下水道の使用で、施行日から平成３１年１０月３１日までの間に支払を受け

6



る権利が確定する使用料については、なお従前の例による。 
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